
１ 

 

東京ボランティア・市民活動センター 

 

（１） 多様なボランティア、NPO 等の市民活動への主体的な参加の促進、支援 

 （事業の目的） 

ボランティア活動や市民活動への参加を促進するために、活動を希望する市民からの相談に対

応し、必要とする情報の収集、提供を行う。 

 

①ボランティア、市民活動相談の実施 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ボランティア活動や市民活動への参加を促進するために、活動を希望する市民からの相談を行う。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ ボランティア、市

民活動相談の実施 

(1)相談員を中心とした相談の実施 

＊来所、電話、メール等により実施。 

＊新型コロナの影響を踏まえ

ながら、ボランティア・市民

活動支援として、多様な相談

に柔軟に対応することがで

きた。 

 

【相談件数（推移）】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

ボランティア活動希望に関する相談 514 531 1,085 

NPO法人設立・運営に関する相談 4,572 4,229 3,070 

ボランティアグループ等の運営に関する相談 3,572 4,184 4,843 

社会貢献活動に関する相談 781 361 468 

その他 5,568 7,410 7,546 

計 15,007 16,715 17,012 

 

②ボランティア、市民活動情報の提供 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ボランティア活動や市民活動への参加を促進するために、活動を希望する市民が必要とする情

報の収集、提供を行う。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ ボランティア、市

民活動情報の提供 

(1)ボランティア、市民活動に関するニュ

ースレター、催物等のチラシによる情

報提供 

＊センターのオープンスペースに、常

時500以上のチラシを配架（随時入

替え）する。 

＊都内のボランティア・市民活動推進

団体（126か所）に毎月送付する。 

(2)ボランティア・市民活動情報資料セン

ター 

＊ボランティア、NPO等の市民活動に

関する資料・文献を収集・配架し、

希望者は登録により閲覧できるよ

うにする。 

＊蔵書数：約15,000冊 

＊利用者が必要な情報を探し

やすく、閲覧しやすくなるよ

う、配架の仕方を工夫する。 

＊資料収集の方針を定め、資料

の整理・充実を図る。 
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【チラシの配架数（推移）】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

配架数（概算） 2,700 3,000 3,400 

 

【資料センターの登録者数、利用件数（推移）】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

登録者数（延べ） 329 329 332 

    

 

③「ボラ市民ウェブ」によるボランティア・市民活動情報の提供 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ボランティア活動や市民活動に関する情報を入手しやすいよう、インターネットやスマートフ

ォンなどのツールをとおして情報発信する。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１○重「ボラ市民ウェブ」

によるボランティ

ア・市民活動情報

の提供 

(1) ＷＥＢサイト「ボラ市民ウェブ」の

運営 

①「ボランティア・市民活動デイリー

情報」ページによる情報収集と情報

提供している。 

＊ボランティア活動団体、ＮＰＯ法

人等（以下、団体）に関わる下記

の情報を随時掲載 

 ・団体情報の提供 

・団体主催の講座やイベント 

・ボランティア募集情報 

・寄付金募集情報 

・助成金情報 

・団体のアルバイト・職員募集 

・団体のインターンシップ情報 

 ②「ＴＶＡＣニュース」ページにおけ  

  るボランティアや本会事業に関する

情報提供・周知 

  ＊災害時の現地の情報の提供も含

め、ボランティア・市民活動に関

する情報や本会事業に関する情報

を随時提供している 

 ③その他サイト内各ページの充実 

  ＊定期的にサイト内の各ページを点

検し、必要に応じて内容を充実さ

せる。 

＊ボラ市民ウェブの認知を高

め、利用者及び掲載情報を増

やすことで、さらなる情報発

信を図る。 

＊各内容について、魅力的なコ

ンテンツを増やし、SNS 等

を通じて積極的に情報発信

する。 

＊ボランティア募集や寄付募

集など、各種情報の投稿を団

体へ積極的に呼び掛け充実

させることで、市民のボラン

ティア・市民活動への参加を

促し、ボランティア・市民活

動の活性化を図る。 

＊「東京都つながり創生財団」

をはじめとした、都や様々

な分野のボランティア活動

情報を提供している団体と

協力して情報提供を行う。 

＊必要な改修を行い、各地域の

センターとの連携を強化す

るなど、より多様な形でボラ

ンティアのすそ野を広げる

ことに貢献する。 

 
【ＷＥＢサイト「ボラ市民ウェブ」の閲覧件数（推移）】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

ページビュー数 2,127,880 2,248,204 1,408,537 

＊令和５年度については、統計取得サービスの仕様変更のため、7 月から令和６年３月末での実績 

＊サイト内検索では「コロナ」や「助成金」などの検索ワードが多かった。 

 

【デイリー情報掲載数】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

掲載情報数 1,262 1,186 1,334 
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 ④ソーシャルメディアを活用したボランティア・市民活動の広報戦略 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ソーシャルメディアを介して、TVAC の持ち味を最大限に生かした・共感を得られる内容を発信し、

市民や関係団体等と双方向性のあるコミュニケーションをとる。また、TVAC のソーシャルメディア

運用ポリシーにもとづく運用を行い、市民と信頼のある関係性を築くことで、市民との相互関係を

築き、市民活動のすそ野を広げ、市民の関心を高める。また、上記をすすめることで TVAC のブラン

ディングを確立する。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ ソーシャルメディ

アの環境整備 

(1)各種ソーシャルメディアの運用 

＊TVAC 公式ソーシャルメディア 

TVAC Twitter 

TVAC Facebook 

TVAC Instagram 

TVAC YouTube の運用を行う。 

＊各ソーシャルメディアフォロワー数や

事業別発信状況の把握・共有 

(2)ソーシャルメディア運用ガイドライ

ン等の修正 

○全てのソーシャルメディア

についてフォロワー数が１

年以上にわたって、毎月増加

している。 

○計画通り、作成したガイドラ

インが実態に合っているか

確認し、必要に応じて修正を

加える検討を行っている。 

 

２ ソーシャルメディ

アによる発信の促進 

(1)広報戦略担当としての発信 

＊TVAC 全体の発信の強化を目的とした

発信 

(2)各担当へ発信の働きかけ、提案 

＊各担当で実施する個別の事業のソーシ

ャルメディアでの発信の働きかけ 

(3)職員向け研修開催によるスキルアッ

プ、ノウハウの可視化・共有 

＊スタッフ向けの研修の実施 

 ①広報おしゃべり会の実施 

  ８月 24 日 参加者 11 名 

事例提供 茅ヶ崎市地域福祉課、茅

ヶ崎市社協 VC、富士市社協 VC 

１月 16 日 参加者９名 

事例提供 国立市社協 VC 

＊他事業と連携した区市町村ボランティ

ア・市民活動センターや NPO 等への研

修の実施 

○TVAC 内全体で SNS を使った

情報発信が浸透してきてお

り、各事業担当の発信数が増

加している。 

○引き続き、各事業担当にてソ

ーシャルメディアでの発信

が常に意識されるよう働き

かける。 

○ソーシャルメディアに関す

る知識やスキルの向上を目

指し、都内 VC スタッフを対

象に研修会や勉強会などを

実施したが参加者数があま

り多くなく課題が残った。 

○市民の Youtube 利用が増加

していることを受け動画企

画の検討を進める。 

 

 【SNS 別フォロワー数】 

SNS ３年度 ４年度 ５年度 

Twitter 8,141 8,404 8,686 

Facebook 660 851 992 

Instagram 387 608 993 

YouTube 53 107 172 

 

 ⑤ボランティア・市民活動情報誌「ネットワーク」の発行□補  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ボランティア、市民活動団体に関する情報誌を発行し、幅広く市民の目に行き届くようにするこ
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とで、ボランティア、NPO 等の市民活動の拡大のための広報・啓発ツールとしての役割を果たす。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ ボランティア・市

民活動情報誌「ネット

ワーク」の発行 

(1)情報誌「ネットワーク」の発行 

＊発行部数：7,000 部(内 6,500 部程度

を無償で配布する。） 

＊発行日：偶数月の 20 日 

(2)「ネットワーク編集委員会」の開催 

＊年２回開催 10 月 12 日 ３月５日 

(3)モニター制度 

 ８名の方に、読者の目線から毎号感想

や意見を報告してもらう。 

○After コロナ、With コロナの

時代の市民活動の動きをタ

イムリーに発信する。 

○内容や配布先等を定期的に

見直し、更なる充実に努め

る。 

○モニター制度により読者の

視点・意見も加えた更なる誌

面づくりを目指す。 

 

【定期購読者数（推移）】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

定期購読者数 55 名 49 名 50 名 

＊令和５年度は R6.2 月発行号までの実績 

 

⑥ボランティア・市民活動に関するリーフレットの発行□補  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ボランティア活動やＮＰＯ等の市民活動への理解を促進し、活動の参加者を増やしていくための取

組みをすすめる。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ ボランティア・

市民活動の理解

促進のためのリ

ーフレットの発

行 

 

(1)ＴＶＡＣ紹介リーフレットの作成、発行 

 ＊作成部数：5,000部 

(2)ボランティア活動参加促進のためのパン

フレット作成 

＊内容：ボラ市民ウェブの使い方、ボラン

ティア・市民活動の探し方、広報をする

際のポイントなど 

○各種関係機関へ配付するほ

か、相談事業や当センター

主催事業、学校ガイダンス

などで広く活用、配布する。 

○関係機関への配布や、相談

やガイダンス等で配布し、

市民が無理なく活動できる

ようになることで、地域の

活性化を狙う。 

 

 

⑦学校、地域等における市民学習（福祉教育・ボランティア学習）の推進□補  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

平成 29 年度より学校と地域の協働関係による市民学習を推進するため、「市民学習コーディネータ

ー推進委員会」を設置し、地域人材のファシリテーターを育成するために検討を始めた。令和５年度

は、これまでの取組みを踏まえて、より多くの地域で市民学習に取り組まれるよう、推進体制や方法

を検討する。また、ボランティア活動のすそ野を広げるために若い世代のボランティア活動の充実に

向けた支援や大学ボランティアセンターの研究・協議の機会に参画するほか、大学におけるサービス

ラーニングについてもプログラム開発への協力を行う。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 
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１ 学校、地域等に

おける市民学習

（福祉教育・ボ

ラ ン テ ィ ア 学

習）の推進 

 

 

(1) 生徒間及び教職員間の交流の機会 

＊個人または生徒会や部活動等でボラン

ティア活動に取り組んでいる生徒のネ

ットワークを形成するため、生徒間及び

教職員間の交流会を開催する。 

①VIOLET!!（旧学校間交流会）の開催 

定例会議：月１回 

中学生高校生のボランティアフェステ

ィバルの開催 ３月24日 

②都内中学・高校・高等部教員とのボランテ

ィア活動に関する情報交換会  ８月21日 

③中学生・高校生のボランティア活動発表会 

 ２月11日（ボランタリーフォーラム内で実

施） 

 (2)学校を支援する地域人材の育成 

 ＊市民学習について、地域の実状を把握

し、これまでの「市民学習コーディネー

ター推進事業」の取り組みを踏まえて各

地域における今後の事業推進の展開に

ついて検討する。 

①地域とすすめる市民学習推進委員会 

 第一回 １月12日 第二回３月13日 

○生徒による情報交換や交流、

ネットワーク形成を通じ、学

校間での協働、ボランティア

のすそ野を広げるきっかけ

とする。 

○市民学習の推進は、地域人材

の活用により、学校と地域に

根付いた取組みになる。これ

までの取り組みをもとに、活

動をさらに推進できる体制

を検討した。 

○学校の先生と中間支援の情

報交換の機会を設けた。 

○葛飾区と日野市とともに、

「地域とすすめる市民学習

推進委員会」開催に向けて準

備を進め、委員会を開催し

た。 

２ 都内大学ボラン

ティアセンター

等の研究協議の

機会の支援・参

画 

 

(1)大学ボランティアセンター・ボランティア

支援に関する研究協議会及びネットワー

クの実施 

＊大学ボランティアセンター相互の情報

交換や協働事業（研修、企画等）を実施

するための基盤づくりをすすめる。 

＊関東地区大学ボランティアセンターネ

ットワークの事務局を担っている。 

 ５月 26 日 第１回研究会 

 ９月１日 第２回研究会 

 ３月８日 第３回研究会 

(2)大学サービスラーニングへの協力 

○各大学間の情報交換と定期

的協議を実施することで、学

生にとって利用しやすい基

盤づくりをすすめる。また、

大学間のネットワークの構

築を図る。 

３ 市民学習の基盤

の整備 

(1) 学校、区市町村ボランティア・市民活動

センターからの相談対応 

＊東京ボランティア・市民活動センター職

員の講師派遣や講師紹介及び実施内容の

コーディネートを行う。 

(2)市民学習関連中間支援組織との連携 

 ＊都立高校や大学における市民学習の推

進・体験に関する協議の場に参加し、企

画を運営、実施する 

○地域人材の育成など区市町

村ボランティア・市民活動セ

ンターと協働して行うこと

で市民学習の理解促進につ

なげていく。 

 

⑧介護等体験事業の運営 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

介護等体験（教員免許特例法による小学校及び中学校教諭の普通免許状取得希望者が福祉施設等で

介護等の体験を５日間行う。）に参加する学生の受入れが、体験先の福祉施設で円滑に行われるよう、

大学、施設双方への支援を行う。 
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また、大学が行なう事前ガイダンスを、学生にボランティア活動、市民活動への理解を促し、参加

へのきっかけの場として活用するとともに、将来の教員候補の学生に福祉教育、ボランティア学習の

意義を伝える場として活かす。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 介護等体験事業

の運営 

(1) 介護等体験を必要とする学生の受入れ調

整 

(2) オンラインでの介護等体験受入れ充実の

ための周知・啓発資料作成と配布 

(3) 受入れ施設説明会の開催 

＊期日：７月11日 

＊開催内容：2023年度介護等体験事業に

おける事務説明他 

(4)学校説明会の開催  

＊期日：12月6日 

＊開催内容：2024年度介護等体験事業に

おける事務説明他 

(5)各学校で実施する事前オリエンテーショ

ン（学内ガイダンス）への協力 

(6)TOKYO介護体験WEBの改修 

 ＊施設向け受入連絡票、日程表のウェブ 

フォーマットの改善を実施 

○引き続き、新型コロナ感染拡

大防止を踏まえながら、学校

からの体験学生の送り出し

及び体験先施設での安全な

体験プログラムの実施に留

意して事業の実施に努めて

いる。 

○令和 4 年度に比べて、体験参

加学生が約 1,200 名以上増

加し、受入れ施設数も 80 施

設以上増加した。 

○新型コロナによる受入れ辞

退や学生側の辞退がほとん

ど発生せず、日程調整等によ

り、体験が実施できた。 

 

 

〔介護等体験事業実績〕 

 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

介護等体験参加者数（人） 11,765 3,824 1,020 4,406 5,219 

受入れ施設数 743 292 43 356 454 

事前ガイダンス（学校数） 30 10 19 21 17 

事前ガイダンス（延べ講義数） 35 10 19 21 17 

※事前ガイダンスは動画提供も含む。 

 

⑨○重企業におけるボランティア活動の推進□補  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

企業の CSR 活動などをとおして社会人のボランティア活動への参加を促進するとともに、企業によ

る社会貢献活動への取組みを支援するための相談やプログラム開発、情報提供、参加・協働の機会提

供、啓発などを行う。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 企業等からの相

談への対応 

(1)企業のCSR担当者等からの相談の実施 

＊社会貢献活動のすすめ方や地域課題の

状況、社員のボランティア活動のすすめ

方などについてアドバイスを行った。 

〇新型コロナの 5 類への移行

に伴い、対面での活動を希望

する企業や、SDGs や ESG 投

資を背景とした企業からの

相談に対応した。 

２ 企業等への情報

提供の仕組みの

構築 

(1)企業や社員のデータベースの追加 

(2)タイムリーなメールでの情報提供 

(3)専用サイトの充実 

(4)SNSの活用 

(5)災害関連情報の提供 

〇データベースのメンテナン

スをし、活用した。 

○企業関係者向けに『今月の

SDGs』という名称で、月に 1

回ボランティア活動や社会

貢献の情報を一斉送信した。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

３ 企業の社会課題

への取組みの参

加促進 

(1)企業＆社員向け社会貢献セミナーの実施 

 ＊８月２日、10月18日、11月15日 

６年３月13日 

 ＊企業と地域のボランティアセンターを

対象とし、災害等の社会課題をテーマに

したセミナーや企業ボランティア・プロ

ジェクトの報告会を実施。 

〇「子ども」「災害」「環境」を

テーマとし、働いている人が

参加しやすい活動を紹介し

た。なお、「災害」は対面・

集合形式で開催した。又、企

業ボランティア・プロジェク

トの報告会をオンラインで

開催した。 

４ 企業と NPO をつ

なげる取組みの

推進 

(1)企業＆NPOマッチングイベント 

『企業ボランティアの祭典』 

＊年１回：６年２月21日      

＊企業とNPOの協働を表彰し、広く社会に

発信する。 

○『企業ボランティア・アワー

ド』の受賞企業を表彰すると

ともに、企業・社員と NPO・

福祉施設との具体的な協働

事例を紹介しつつ、交流す

る。 

５ プロボノ・プロ

ジェクトの開発

及び実施 

(1)プロボノ・プロジェクトの実施 

 ＊企業ボランティアによる『NPO＆施設の

ためのビジネス基礎講座』の実施  

６月21日、７月19日、８月30日 

９月20日、10月27日 

 ＊非営利団体と企業ボランティア・チーム

とTVAC３者連携による『企業ボランティ

ア・プロジェクト』の実施 ３件実施 

  11月15日 報告会の開催 

○講座の内容・進め方を企業の

プロボノの協力を得ながら、

実施した。 

○『企業ボランティア・プロジ

ェクト』では、聴覚障害児支

援のウェブサイト作成、森づ

くり体験、走ったり・歩いた

りしながらのゴミ拾いを実

施した。 

６ 企業と NPO の協

働に対する表彰

制度の設置 

(1)『企業ボランティア・アワード』の実施 

 ＊「大賞」３社に表彰状と奨励金20万円を

贈呈。奨励金は非営利団体でのボランテ

ィア活動に活用する。「特別賞」１社及

び「奨励賞」３社を表彰した。 

○受賞した企業の事例をメデ

ィアやウェブサイトで広報

した。 

 

⑩社会課題解決に向けた企業との協働事業の実施 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

企業と東京ボランティア・市民活動センターが協働する取組みを開発、実施することで、社会課題

の解決に向けた取組みを実施するとともに、それらのプログラムの実施により社会人のボランティ

ア・市民活動への参加の場を提供し、ボランティア・市民活動参加者の拡大をすすめる。  

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ UBS グループと

の協働事業の実

施 

(1)UBSグループとの「多様な子どもたちの架

け橋プロジェクト」の実施 

＊外国にルーツをもつ子どもたち、聴覚障

害のある子どもたち、児童養護施設の子

どもたち、母子家庭の子どもたちが自信

をもち、積極的に参加するためのさまざ

まなイベントをNPOや施設がUBS社員ボ

ランティアと一緒に実施した。過去に参

加した子どもたちへの継続支援も実施。 

①高校生のリーダー育成  

②卒業生プログラムの実施  

③コミュニティ・プロジェクトの実施 

〇新型コロナの５類以降に伴

い、全てのプログラムを対面

で実施した。 

〇2008年から 16年間続いてき

た本プロジェクトを、今後、

UBS と協力団体との両者で

企画・運営できるように調整

終了した。 

〇本プロジェクトが支援した 

子どもの数 12,227 人、大人

4,218 人、社員ボランティア

3,095 人 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

２ 住友ゴム工業の

助成事業への協

力 

(1)住友ゴム工業CSR基金の助成事業への協

力 

 ＊東京エリアにおいて社会課題に取組む

NPO2団体を推薦し、その活動が発展する

ことを支援した。 

○社員の寄附による助成だけ

ではなく、助成した団体での

社員のボランティア活動を

実施した。 

 

⑪企業との協働による社会人ボランティアの参加促進  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

企業の研修等を協働して実施する中で、社会人のボランティア活動への理解促進を図り、地域社会

での活動への参加につなげるきっかけとする。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 三菱 UFJ 銀行の

新任研修の実施 

(1)新任研修への協力 

＊新入社員332名が参加する新任研修にお

ける「ボランティア体験」のプログラム

をオンラインで実施した。 

＊研修期間：４月20日、４月27日 

＊協力：福祉施設・NPO（20団体） 

○昨年度にひきつづき、NPO や

福祉施設 20 団体と新入社員

をつなぎ、施設の利用者の

方々が喜んでいただける交

流企画をオンラインで実施

した。 

２ 日本ヒューレッ

トパッカード㈱

の新任研修の実

施 

(2)新卒新任研修への協力 

＊新入社員71名が参加する新任研修をオ

ンラインで実施した。 

＊研修期間：６月７日～８日 

＊協力：福祉施設・NPO ５団体  

〇昨年度と同様オンラインで

実施し、施設・NPO が持つ IT

関係の課題を聞き、その解決

策を提案した。 

 

⑫地域のボランティア･市民活動センター等における企業からの社会貢献相談への対応支援□補  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

地域のボランティア･市民活動センターにおいて、企業からの社会貢献活動に関する相談に適切に対

応できるよう連携し、企業の社会貢献活動の事例について情報提供をすすめる。  

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 企業の社会貢献

相談に対する対

応への支援 

(1)企業各社向けの社会貢献に関する研修を

協働して実施した。２回 

  ９月21日 瑞穂町社協と実施 

  １月31日 荒川区社協と実施 

(2)企業及び地域のボランティアセンターが

参加する「災害」をテーマにしたセミナ

ーを対面で開催した。１回 10月18日 

(3)災害担当と連携し、ＮＥＣグループの社 

員が江東区社協の災害ボランティア・セ

ンターの立ち上げ訓練に参加。8月27日 

  また、ランチタイムにＮＥＣの社員向け

の「災害ボランティア講座」を開催した。

2024年3月15日 

(4)区市町村ボランティアセンターの事務局

連絡会で、「企業との協働」をテーマに

事前アンケートを実施し、話し合った。 

○地域においても地元企業か

らの相談が増えており、企業

との協働を考えるセミナー

や話し合いを実施した。 

 

⑬GSGP（進学支援プロジェクト）の実施 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ゴールドマン・サックス社との協働により、子どもの貧困の連鎖を断ち切るためのプログラムを実
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施する。そのために、児童福祉施設等に入所している子どもを対象とした学習支援及び大学進学を支

援するためのプロジェクトを行う。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 進学支援プロジ

ェクトの実施 

(1)児童福祉施設等の子どもの大学進学支援 

①大学での修学に必要な授業料等及び一

定額の交通費・教材費の支援 

＊対象となる児童福祉施設等： 

児童養護施設、母子生活支援施設、自

立援助ホーム 

②大学在学中の支援  

＊上記の資金提供に加え、大学中退などの

問題が起きないように、センターに配置

したケースワーカーが、定期的な面談、

自宅訪問など精神面での支援を行う。 

③キャリアメンタリング・プログラムの提

供 

＊ジュニア・アチーブメント日本に委託し

て、奨学生のキャリアメンタリング・プ

ログラムを実施する。 

〇昨年度から新規募集は中止

したので、現在の奨学生５名

についての支援を行った。 

〇新型コロナの５類移行に伴

い、対面での奨学生との面会

を再開した。 

〇大学院修士課程に希望して

いる奨学生について、GS 社

と相談し、助成することを決

定した。 

 

２ 全国若者自立支

援プロジェクト

の実施 

(1) 2021 年度から全国の児童養護施設・自立

援助ホーム・母子生活支援施設に配置される

ことになった自立支援担当職員の横のネッ

トワークを作るとともに、NPO や企業などの

支援者をつなげるネットワーク会議をオン

ラインで実施した。 

 ①全国会議：５月 24 日（オンライン） 

 ②ブロック会議：７月～６年２月で８回 

         （オンライン） 

   

 

〇全国会議は 197 名の参加が

あり、自立支援に 10 年前か

ら取り組んできた東京都の

自立支援コーディネーター

の取り組みや GS 進学支援プ

ロジェクトの取り組みを紹

介し、分科会に分かれて現状

と課題を話し合った。 

〇全国８カ所のブロックでの

オンライン会議には 419 名

が参加し地域格差や施設格

差について話し合われた。 

 

〔大学進学支援プロジェクトの奨学生の数〕 

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年 

大学進学支援（新規） ３名 ２名 ２名 ２名   ２名 

大学進学支援（継続） 12 名 10 名 10 名 10 名 10 名 

 

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

大学進学支援（新規） ３名 ― ― ― ― 

大学進学支援（継続） ８名 ７名 ５名 ３名 ２名 

 

⑭夏の体験ボランティア事業の実施 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ボランティア活動や NPO 法人等の市民活動への参加を促進するため、希望者が活動に参加する

ためのきっかけを提供し、またボランティアグループ、NPO 法人等とつながる場づくりを行う。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 夏の体験ボラン

ティア事業の実

施 

(1)夏の体験ボランティア事業の実施 

＊夏休み期間を利用してボランティア

活動への参加のきっかけを広く市民

に提供するために実施する。 

＊区市町村ボランティアセンターの役

割・機能と本センターの役割・機能を

活かしながら実施していく。 

（区市町村ボランティアセンター） 

・活動先の開拓 

・活動先と共同して体験メニューの考案 

・参加希望者と活動先のコーディネート 

・参加者へのオリエンテーション、ふり

返り等のアフターケア 

・活動先とのふり返り、事業報告等のア

フターケア 

（東京ボランティア・市民活動センター） 

・広域で活動する団体など、区市町村で

開拓が難しい活動先の開拓 

・大学生以上に焦点を絞った参加者の開

拓やコーディネートの実施及びリモー

トでも参加できる活動先の開拓や活動

メニューの開発 

・インターネットによる参加申込や活動

先の検索システムの開発 

・ポスターやメール等による事業の周知 

・区市町村ボランティアセンターの受入

れ方法の研修、協議の場の提供 

・参加者が継続してボランティアを行う

ためのフォロー ほか 

〇ウィズコロナの時代に対応

できるよう、オンラインや在

宅で出来る「リモート・ボラ

ンティア」のプログラムを検

討し、活動を広げた。 

〇コロナ感染対策（発熱・健康

観察及びボランティア保険

加入）を徹底した上で、対面

プログラムを再開し、ウィズ

コロナの時代に対応する対

面プログラムを検討し、実施

した。 

○ボランティア活動参加者の

すそ野を広げるため、参加の

ハードルを下げ、幅広い参加

が得られるよう、受入団体と

協力してプログラム作成を

行った。 

○大学のボランティアセンタ

ーと連携し、事業を周知する

ことで、大学生の参加者増加

を目指した。（明治大学・専

門学校の LEC にて講座開催） 

○社会人の参加者を増やすた

め、企業の社会貢献支援事業

と協力し、社会人層にアプロ

ーチし参加者増加を目指し

た結果、TVAC の夏ボラでは

社会人層の参加が他の世代

に比べて割合として一番多

いものとなった。 

 

 

【夏の体験ボランティア事業】 

 ＊参加者数（単位：人） 

 元年度 ２～４年度 ５年度 
区市町村ボランティアセンター分 8,220 中止 8,818 

東京ボランティア・市民活動センター
分 

662 中止 708 

合計 8,882 中止 9,526 

 ＊プログラム数（単位：個）（活動先数（単位：か所）） 

 元年度 ２～４年度 ５年度 
区市町村ボランティアセンター分 3,585 中止 2,520 

東京ボランティア・市民活動センター
分 

92（42 団体） 中止 62(40 団体) 

合計 3,677 中止 2,582 

※令和５年度の東京ボランティア・市民活動センターのリモート・ボランティアは 18 プログラム、

申込者数 266 人、参加者数のべ 531 人。 

 



１１ 

 

⑮当事者ボランティア・市民活動推進事業 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

当事者からの相談が年々増加し、またそのテーマや内容も多様・複雑になる中で、相談の中から見

えてきた新たなニーズや当事者ならではの困難さに対し、相談支援を行うとともに区市町村ボランテ

ィア・市民活動センターをはじめとする他の機関との連携、支援を検討する。  

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 当事者ボラン 

ティア・市民活動の

支援 

(1)当事者ボランティア・市民活動、当事者

団体（SHG）・当事者活動の支援 

 （相談、同行、同席サポート等） 

(2)当事者活動に関わる情報交換・交流・ネ

ットワーク化への支援 

（関わり方、支援方法の検討等） 

(3)当事者活動の普及啓発、広報 

(4)当事者団体交流会の実施（新規） 

(5)「当事者ボランティア・市民活動推進助

成」事業の実施 

○SHG への相談支援を通じて、

社会における新たな市民活

動のニーズと価値観を把握

し、情報発信に努めた。 

〇コロナの影響を受けて活動

休止した団体等へのアプロ

ーチを検討し、交流会を実

施。好評を得て、参加団体

間の新たなつながりづくり

となった。 

〇活動領域、分野の様々な 25

の団体に助成を行った。 
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（２）一人ひとりのより良い生活と地域社会をめざしているボランティア、ＮＰＯ等の市民活動の推

進、支援 

 （事業の目的） 

   広く NPO・ボランティアグループの設立・運営に係る相談を受け、市民活動の促進を図る。 

   また、都内のボランティア活動団体、NPO 法人等の市民活動団体が、地域の諸課題への取組み

をすすめるために支援を行う。 

 

①NPO 法人設立・運営相談及び認定 NPO 法人取得相談の実施 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

NPO 法人に限らず、広く NPO・ボランティアグループの設立・運営に係る相談を受け、市民活動

の促進を図る。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ NPO 法人設立・運営

相談及び認定 NPO

法人取得相談の実

施 

(1)NPO・NPO法人の設立、運営相談の実施 

①相談員による相談の実施 

＊来所、電話、メール等により実施

する。 

②個別相談の実施 

(2)NPO法人専門相談 

①公認会計士・税理士による会計・税

務相談 

＊毎月第３土曜日に実施する。 

②弁護士による法務相談 

  ＊月に１回実施する。ただし、頻度・

時間は相談件数及び弁護士との調

整による。 

(3)認定NPO法人取得相談の実施 

①相談員による相談の実施 

＊上記(1)の中で随時実施する。 

②専門家の協力を得た専門相談 

 ＊前年度の相談件数を勘案し、年９

回程度で実施する。 

(4)労務専門相談の実施 

 ①相談員による事前のインテーク 

 ②特定社会保険労務士による専門相談 

 ＊実施については、定期的な実施時期

を定めず、適宜個別に実施する。 

○会計・税務相談について、月

１回を基本とするが、報告書

作成等によりニーズが増え

る時期に合わせ、実施回数や

１回あたりの相談枠を増や

す等、柔軟に対応した。 

○法務相談についても、相談ニ

ーズの増加をふまえ、実施回

数や相談枠を増やす等、柔軟

に対応した。 

○認定 NPO 法人取得相談につ

いては、利用者のニーズに合

わせ開催時間を柔軟に設定

している。相談件数が伸び悩

んでいる点については、認定

法人格を取得すべき活動実

態のある団体の多くは既に

取得済みである時期ではな

いかと考えられる。 

○他の関係機関に出向き、情報

収集・交換できる機会をつく

った。 

○NPO のための弁護士ネット

ワークを始め、NPO に明るい

専門家とのつながりを強化

した。 

 

【NPO法人専門相談（会計・税務）】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

相談件数（単位：団体） 16 17 12 

 

【NPO法人専門相談（法務）】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

相談件数（単位：団体） 11 9 6 
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【認定NPO法人取得相談】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

相談件数（単位：件） 15 11 9 

＊随時行っている認定 NPO 法人に関する相談件数は、上記(1)の相談件数に含んでいる。 

 

 

②NPO 法人設立ガイダンス、認定 NPO 法人ガイダンス、NPO 法人運営入門・実務講座及びききマネ

講座の実施 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

市民活動をする上で、それぞれの団体が自分たちのミッションや体制に合った運営ができるよ

うに、NPO 法人をはじめとする団体の設立・運営の基礎を、相談事業の中で蓄積したノウハウを

もとに伝える。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ NPO 法人設立ガイ

ダンス、NPO 法人運

営入門・実務講座

及びききマネ講座

の実施 

(1)NPO 法人設立ガイダンス 

＊NPO 法人の設立を検討している人

に、NPO 法人の基礎を説明する。 

＊毎月第１木曜日（午後）及び第３水

曜日（夜間）に実施する。 

(2)認定 NPO 法人設立・運営ガイダンス 

＊認定 NPO 法人の設立を検討している

または運営している団体を対象に、

認定法人特有のポイントについて説

明する。 

＊年２回（７月、１月） 

(3)NPO 法人運営入門講座 

＊NPO 法人の設立を検討している人や

NPO 法人のスタッフ等を対象に、NPO

法人の役割、意義及び着実な運営の

ための NPO 法人の設立手続き、運営

の基礎的な知識、情報を提供する。 

＊連続講座として実施する。 

(4)NPO 法人運営実務講座 

 ＊「経理」「税務」「法務」を開催 

(5)ききマネカフェ 

 ＊当事者・SHG 交流会として開催。 

  ９月 16 日 参加者 13 名 

○NPO 法人設立ガイダンス、

NPO 法人運営入門講座及び

NPO法人運営実務講座の棲み

分け及び連続性を意識し、参

加者のニーズに合った組立

て・内容を検討し、実施した。 

○相談ニーズを踏まえ、認定

NPO 法人設立・運営ガイダン

スを実施した。 

○ききマネカフェとして、当事

者・SHG 交流会を開催。新型

コロナの影響で活動を休止

するなどしていた団体のメ

ンバーが参加し、大変な状況

を経て現況の共有と交流が

でき、新たな団体間のつなが

りが生まれた。 

 

 

【ＮＰＯ法人設立ガイダンス】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

参加者数（単位：人） 52 43 39 

開催数（単位：回） 17 13 11  

＊参加者数は、各回の参加者の合計。 

＊令和５年度は新型コロナのため参加定員を減員して実施。 

 

【認定ＮＰＯ法人設立ガイダンス】 

 ４年度 ５年度 

参加者数（単位：人） 14 8 
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開催数（単位：回） 2 2 

＊参加者数は、各回の参加者の合計。 

 

【ＮＰＯ法人運営入門講座】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

参加者数（単位：人） 159 168 92 

講座数（単位：回） 7 7 ７ 

＊参加者数は、各回の参加者の合計。 

 

【ＮＰＯ法人運営実務講座】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

参加者数（単位：人） 72 隔年開催 46 

講座数（単位：回） 3  3 

＊参加者数は、各回の参加者の合計。 

 

③NPO 法人設立・運営相談にかかわる区市町村ボランティア・市民活動センターとの協働 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

NPO 法人の設立、運営相談を実施するにあたり、都内区市町村における相談体制の整備を視野

に、相談体制構築のニーズがあるセンター等との協働を検討し、必要な取組みを行う。  

 

④福祉施設等のボランティアコーディネーター研修の開催 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

福祉施設や NPO 等のボランティアコーディネーターを対象に、それぞれの団体のボランティア

受入れの力量を高めるための研修を行い、市民参加を促進する。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 福祉施設等のボラ

ンティアコーディ

ネーター研修の開

催 

(1)ボランティア受け入れ団体、福祉施設

ボランティア研修の開催 

 開催 ６月 23 日 

＊コーディネートの理念と基礎 

「施設とボランティア基礎講座＆情

報交換会 ～ボランティアの受入れに

ついて考える ～」 

 一部：基礎研修 

 二部：情報交換会 

  

  

○「ボランティア・コーディネ

ーション・ガイドブック」を

基にした、基礎研修を行う。 

○施設がボランティアを受け

入れる意義など参加者のニ

ーズに合わせた課題につい

て研修する。 

○コロナにより施設種別によ

ってボランティアの受け入

れ状況に差があるため、経験

がある方も対象にした情報

交換会を開催した。 

○福祉施設の新型コロナの対

応状況を鑑み、オンラインで

の開催とした。 

 

【ボランティア受入れ団体、福祉施設ボランティアコーディネーター研修：入門研修】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

参加者数（単位：人） 45 中止 44 

開催数（単位：数） １ 中止 1 

＊令和３年度、５年度は支援力アップ塾と共催。４年度は新型コロナのため中止。 
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⑤ボランティア基金による助成の実施（「ゆめ応援ファンド」の運営） 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

都内のボランティア活動団体、NPO 法人等の市民活動団体の活動の活性化を図るとともに、地

域の諸課題への取組みをすすめるこれらの団体への支援を行う。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ ボランティア基金

（果実運用型）に

よる助成の実施 

(1)ボランティア活動団体、NPO法人等の

市民活動団体への助成 

① 2024年度分助成先の募集 

＊募集：12月１日～６年１月24日 

＊助成金の上限：１団体50万円 

＊助成総額：5,063,000円 

② 配分委員会の開催 

＊年１回開催（2024年３月） 

＊2024年度分助成先の審査 

③ 2023年度分助成先への贈呈式 

＊４月に開催予定 

＊2023年度分として助成決定した

助成金の贈呈式を行い、配分を実

施する。 

＊助成決定団体相互の情報交換の

場とする。 

○区市町村ボランティアセン

ターや民間助成団体との役

割の相違を意識しながら、効

果的な助成を行った。 

○当事者活動・セルフヘルプ活

動を重点的な助成対象とし

た。 

 

 

【ボランティア基金の配分実績】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
応募数（単位：件） 173 94 88 83 
応募金額（単位：円） 39,460,000 29,989,000 28,048,000 27,793,000 
助成先（単位：件） 47 20 23 23 
助成金額（単位：円） 6,170,000 4,896,000 4,603,000 5,063,000 
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⑥民間助成団体部会の運営及び民間助成金の情報提供、申請相談の実施  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

民間助成団体間の情報交換及び TVAC とのつながりをつくる場として、民間助成団体部会の運営

を行い、相談者からの相談ニーズに応えられる環境づくりをすすめるとともに、ボランティア・

市民活動団体等の取組みや東社協の部会・事業などの情報を提供することで、民間助成団体と市

民活動、民間福祉事業をつなげていく。また、民間助成の情報を収集することや民間助成団体の

助成審査に参加することなどを通して、ボランティア活動団体、NPO 法人等の市民活動団体の実

態にあった助成を支援する。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 民間助成団体部会

の運営 

(1)部会総会の開催 

＊年２回：５月17日、６年１月12日 

(2)正副部会長会 

 ＊随時 

(3)情報交換 

民間助成事業情報交換会 

＊年１回：７月28日 

情報交流及び相談活動 

＊年１回：２月11日 

(4)学習会の開催 

＊年２回：11月10日、６年３月８日 

(5)研究協議会の開催 

＊年１回：９月21日～22日 

○学習会においては、制度やし

くみの狭間における市民活

動、コロナ禍を経て見えてき

た課題や課題に取組む活動

を取り上げ、各団体の取組み

への考え方を知るとともに、

民間助成団体同士の交流を

深めながら、市民活動団体の

声をより反映した助成事業

へのきっかけづくりをする。 

 今年度は実際の活動見学を

再開することができた。 

〇研究協議会では、学習会と同

様に、市民活動や社会福祉全

般に関する課題、コロナ禍で

明らかになった課題に応じ

て企画し、助成団体としての

意義と役割について研究協

議を図る。併せて、民間助成

団体相互の情報交換と懇親

の場として宿泊で開催した。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

２ 民間助成情報の収

集・提供及び相談

等 

(1)「ボランティア・市民活動助成ガイド

ブック2023－2024」の発行 

＊民間助成団体部会との協働により

発行する。400部（８月発行） 

(2)WEBサイトやチラシによる情報提供 

(3)助成金申請に関わる相談の実施 

＊ボランティア・市民活動団体からの

助成に関する相談に対応する。 

(4)助成金講座への講師派遣 

＊区市町村ボランティアセンター等

が実施する講座へ講師派遣を行っ

た。 

(5)民間助成団体、自治体等が行う助成金

審査への協力、職員派遣 

○助成ガイドブックの調査を

ウェブ形式に変更した。今

後、データベースでの情報公

開を予定している。 

○民間助成団体等が実施する

審査などに協力し、ボランテ

ィア・市民活動団体の新たな

取組みを把握するとともに、

ボランティア基金の応募団

体や窓口に相談に来た団体

と各助成金を適切につなげ

る。 

○助成申請の相談では、申請時

のコメントに団体の活動に

対する想いを具体的に反映

することや助成団体に伝わ

りやすい書き方を心掛ける

ことなどを申請団体と確認

する。 

 

 

⑦ボランティア・市民活動団体への会議室及び器材の貸与□補  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

会議室などの場の提供と活動に必要な器材等の貸与を行うことで、ボランティア・市民活動団

体の活動を支援する。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ ボランティア・

市民活動団体へ

の会議室及び器

材の貸与 

(1)会議室の貸出 

＊40人×２室（80人１室）及び15人１室の

３室の貸出を行う。 

(2)印刷機材の貸出 

＊印刷機、紙折り機など、ボランティア・

市民活動団体が広報誌、チラシの作成等

を行うための機材を利用できるように

する。 

(3)メールボックスの貸出し 

＊法人格を持たないボランティア・市民活

動団体が会員間の連絡などを行う場と

して貸し出す。 

(4)その他、活動に必要な器材の貸出 

(5)備品、器材の補修、購入 

＊老朽化などの原因で、利用に不便がある

備品・器材の補修、購入を行っていく。 

○より多様な活動者の利用と

利用者同士の交流につなが

る場をめざして、会議室以外

のフリースペースの活用も

促進し、備品、機材の更新を

はかる。 

〇新型コロナの感染拡大を防

止するために、会議室やフリ

ースペース、印刷機材の利用

については、状況に応じて対

応方法を工夫する。 
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（３）幅広い関係機関、団体とのネットワークと協働の促進 

 （事業の目的） 

   幅広くボランティア・市民活動団体などとのネットワークをすすめ、団体間のネットワーク構

築や活動促進の支援を行う。 

  

①市民社会をつくるボランタリーフォーラムの開催  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

市民社会の創造に向け、広く社会問題や地域での諸課題、ボランティア・市民活動団体の運営

等に関するテーマを取り上げ、市民に伝え、ともに協議する場づくりを行うとともに、その中で、

団体相互、団体と TVAC のネットワークづくりをすすめていく。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 「市民社会をつく

るボランタリーフ

ォ ー ラ ム TOKYO 

2024」の開催 

(1)準備会の開催 

＊年３回 

 ５月16日、６月21日、７月４日 

＊当該年度のフォーラムや実行委員

会のあり方、分科会の企画公募、開

催方法等の検討を行った。 

(2)実行委員会の開催  

＊年11回 

 ７月18日、８月９日、８月24日、 

 ９月12日、９月20日、10月13日、 

 10月27日、11月29日、12月21日、 

 6年１月24日、3月6日 

＊ボランティア・市民活動団体等の関

係者を中心に実行委員会を設置し、

プログラムの企画を行う。 

(3)「市民社会をつくるボランタリーフォ

ーラムTOKYO 2024」の開催 

＊開催期日：6年2月9日～11日 

＊開催にあたっては、ボランティア・

市民活動団体や企業、自治体からの

協力、協賛を得るとともに、区市町

村ボランティア・市民活動センター

と協働していく。 

○TVAC を運営する上での基礎

となるさまざまなボランテ

ィア・市民活動団体等の関係

者とのネットワークづくり

を行うための中核事業とし

て、事業運営を通して新たな

つながりを築いた。 

○実行委員会形式にすること

で、それぞれの委員が課題と

感じている社会問題に焦点

をあて、幅広い分野の分科会

の企画を検討した。 

○TVAC 内の他事業の担当とも

連携した分科会の企画を検

討した。 

○参加のすそ野を広げるため、

公募を含めた多様な所属の

委員と分科会を検討すると

ともに、まだ社会では広く認

知されていない課題につい

ても取り扱った。 

 

【参加者数（推移）】                     （人） 

 ３年度 ４年度 ５年度 

参加者数 915 698 742 
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②テーマ別市民活動団体との協働 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

地域で活動しているボランティア・市民活動団体を中心に、団体と東京ボランティア・市民活動セ

ンターとのつながりをつくっていくとともに、団体間のネットワーク構築や活動促進の支援を行い、

テーマ別の市民活動の推進を図る。下記の他に、主体的に取組む連絡組織や新たな社会課題に取組む

団体のつながりをつくることの支援を行う。 

 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 食事サービス団

体、連絡会との

協働 

(1)東京食事サービス連絡会の活動への協力 

＊東京食事サービス連絡会の総会等への

参加、開催協力を行う。 

＊開催回数：総会年１回、運営委員会年

５回 

総会：５月30日 

運営委員会：８月22日、９月15日、10月

13日、12月21日、６年３月14日 

(2)「食事サービスを考えるつどい」勉強会

の共催実施 

＊開催回数：年１回 ６年１月11日 

＊東京食事サービス連絡会と共催して実

施する。 

(3)全国食支援活動協力会の活動への協力 

＊「食でつながるフェスタｉｎ東京」の開

催協力  

開催回数：年１回 ８月11日 

＊「広がれ、子ども食堂の輪！」推進会議

への協力 

＊その他、全国食支援活動協力会の会議等

への参加、協力する。 

(4)都内子ども食堂、子どもの食支援ネット

ワーク等担当者連絡会・学習会の開催 

 ＊企画メイトを募り、子ども食堂のネット

ワークや連絡会の事務局を担当する方

向けの担当者連絡会と、子ども食堂実践

者向けの学習会を開催する。 

  企画メイト打ち合わせ：月1回程度 

  学習交流会：７月11日、11月29日、６年

３月21日 

  連絡会：９月14日、６年２月20日 

○高齢者の配食サービスのグ

ループは、年々減少傾向だ

が、会員同士の勉強会を開く

など、あらためて活動の意義

を確認する機会を持つ。 

○地域福祉、在宅福祉に関わる

市民活動によるさまざまな

取組みをつなげていくため、

ネットワーク化や情報交換

などの場を提供している。 

○近年増加する子ども食堂や

地域食堂など、食を通した居

場所づくりを行う様々な団

体の動向を知り、取組みを支

援している。 

〇都内の区市町村では、子ども

食堂のネットワークや連絡

会が立ち上がっているとこ

ろが多くある。事務局を担う

担当者同士が情報交換でき

る場をつくり、緩やかなネッ

トワークになるよう支援し

た。 

２ 移送サービス団

体、連絡会との

協働 

(1)東京ハンディキャブ連絡会の活動への協

力 

＊東京ハンディキャブ連絡会の打合せへ

の参加、開催協力を行う。 

(2)「移送サービスのつどい」の共催実施 

＊開催回数：年１回（３月） 

○地域福祉担当との共管事業 

〇移送サービスの実施におい

て、車両と運転協力者の確保

が喫緊の課題であることが

見えてきた。団・企業との連

携を検討していく。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

３ 要介護者を介護

す る 家 族 の 団

体、支援団体と

の協働 

 

 

(1)情報交換会の開催 

＊開催回数：年４回 ５月10日、７月６

日、10月６日、11月21日 

＊区市町村社協と協力して地域でも情報

交換会を開催し、地域における取組み

や課題の把握を行うとともに、関係者

のネットワークの形成を推進する。 

 (2)「家族介護を考えるつどい」の開催 

＊開催回数：年１回 11月28日 

＊キリン福祉財団からの助成を受けて実

施する。 

○区市町村社協、ＮＰＯ、福祉

施設等と協働して情報交換

会を開催し、区市町村におけ

る家族介護者への支援の取

組みを支援していく。 

４ 民間相談機関・

団体との協働 

(1)民間相談機関連絡協議会への参加 

＊連絡協議会に加盟し、他の相談機関と

の情報共有・ネットワークづくりを図

った。 

(2)民間相談機関連絡協議会の活動への協力 

①民間相談機関連絡協議会幹事会への参

加 

＊開催回数：月１回 

②民間相談機関連絡協議会の活動への協

力 

＊研修会や勉強会を企画・実施し、相談

員のスキル向上を図った。 

(3)「民間相談機関研究協議会」の共催実  

施 

＊開催時期：６年３月17日 

＊多様化・複雑化する相談に対

応するための研修等を行い、

関係機関で情報共有・ネット

ワークづくりなど相互の連

携・協力を図った。 

 

【テーマ別市民活動団体の研究協議会等への参加者（推移）】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

食事サービスを考えるつどい 19 名 25 名 25 名 

都内子ども食堂・子どもの食支援ネ

ットワーク等担当者連絡会 

86 名 91 名 のべ 93 名 

  ２回開催 

都内子ども食堂関係者向け学習会 80 名 177 名 のべ 194 名 

  ３回開催 

移送サービスのつどい ― ― ― 

家族介護を考えるつどい 100 名 92 名 125 名 

民間相談機関研究協議会 24 名 47 名 18 名 
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③○重災害ボランティア活動の推進及び復興支援事業の推進  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

都内及び近郊で災害が発生した場合に円滑にボランティア・NPO 等による活動が行えるよう、

区市町村域における災害ボランティアセンターの設置・運営や NPO・NGO、民間団体による支援体

制の整備等を図るため、平時から様々な団体とのネットワーク作りや連携・協働の場づくり、人

材育成などの取組みをすすめる。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 訓練 (1)広域での災害ボランティアに関する

訓練の実施 

①東京都・東村山市総合防災訓練への参

加 

 ＊９月３日実施 

 ＊東村山市社会福祉協議会を含む北多

摩北部ブロック内社協ならびにアク

ションプラン推進会議による合同PT

を設置し取り組んだ。 

②東京都災害対策本部図上訓練への参加 

 ＊６年２月18日予定 

③その他、ブロック等で実施する訓練へ

の協力ならびに区市町村域で実施する

訓練への相談・情報提供を行う。 

○東京都・東村山市合同総合防

災訓練では「要配慮者」を視

点とした訓練を計画し、車い

すユーザー、知的障害者、外

国人の方、東村山市内の社会

福祉法人（村山苑）にも参加

いただき、防災まちあるきを

実施することができた。 

○上記により、北多摩北部ブロ

ック・NPO 等との連携・協働

が広がった。 

○①・②・③の訓練を通して、

東京都総合防災部との関係

を強化し、連携が取れる仕組

みづくりに向けて東京都都

民生活部と協議を進めた。 

２ 災害ボランティア

コーディネーター

の養成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)災害ボランティアコーディネーター

養成講座の実施 

① 運営者コース 

＊初任者編 

開催日時：６月13日 

参加者：38名 

② スタッフコース 

＊広報編 

開催日時：９月13日 

参加者：24名 

   ＊居場所編 

    開催日時：12月15日 

    参加者：40名 

③ ボランティアリーダーコース 

＊開催日数：１日間／回 

＊開催回数：１回（都内全域対象） 

＊定員：80名 

○区市町村域で災害ボランテ

ィア講座等が行われてきて

いることを踏まえ、災害時を

見据えて区市町村ボランテ

ィア・市民活動センター職員

が災害ボランティアの講師

ができるようなプログラム

を開発する。 

○①②③の各コースは、それぞ

れの東京都の補助事業にお

けるＳコース、Ａコース、Ｂ

コースに対応して実施する。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

３ ネットワーク構築 (1)「東京都災害ボランティアセンターア

クションプラン推進会議」の運営 

①アクションプラン推進会議 全体会の

開催 

＊全体会 

回 数：年４回程度 

実 績：５月24日、７月28日 

    11月22日 

参加者：被災者支援・地域防災に広

域で取り組むNPO・NGO、民

間団体等 

②首都直下地震等に向けた第２期「アク

ションプラン」の取組みの推進 

＊主な取組み内容（予定） 

・社協のブロックに基づいたNPO・NGO

の担当制の取組み推進 

・区市町村VC、NPO・NGO等が実施する

講座等の情報の配信 

・東京憲章の作成と普及・関東大震災

連続勉強会の実施 

 昨年度から引き続き、全６回の連続

勉強会を実施した。 

・東京都災害ボランティアセンターの

具体化 

・ブロック域／都域での勉強会の実施 

・新団体立ち上げの検討 

・東京都災害対策本部との情報共有（連

携調整）のしくみ作り 

③第２期「アクションプラン」の評価及

び第３期「アクションプラン」の作成 

 ＊第２期「アクションプラン」が最終

年度となることから取組みの評価及

び第３期「アクションプラン」の策

定に向けた検討会を立ち上げる。 

  回数：７回を予定 

実績：７月18日、８月10日、 

９月19日、11月21日、 

12月７日、１月19日 

  ＜分科会＞ 

  ①…10月12日、11月28日、１月12日 

  ②…11月14日、12月１日、１月９日 

  ③…11月８日、11月28日、１月５日 

 

○第２期「アクションプラン」

の評価及び第３期「アクショ

ンプラン」の策定について、

多様な団体からなる委員会

を設置し、検討を進めること

ができている。 

○上記委員会には、母子関係の

団体、多文化共生に関する団

体、障害当事者関係の団体な

ど、これまで、あまりつなが

れていなかった要配慮者支

援団体が多く、新たなつなが

りを作る場となっている。 

○東京都・CS-Tokyoと定期的に

打合せを行い、目線を合わせ

たうえで、「アクションプラ

ン」の取組みを三者協働で推

進することができている。 

○都都民生活部やCS-Tokyoと

ともに作成した「東京都災害

ボランティアセンターのあ

り方」や東京都災害VC詳細資

料をもとに、三者協働による

具体的な訓練を実施する予

定だったが、能登半島地震の

対応により実施できなかっ

た。 

○東京都図上訓練等での課題

を踏まえ、災害時に立ち上が

る東京都災害ボランティア

センターと東京都災害対策

本部との具体的な情報共

有・連携調整について検討

し、東京都との情報連携に関

する仕組みづくりをすすめ

る。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

 (2)災害ボランティア関連ネットワーク

組織への参加 

＊CS-Tokyo、震災がつなぐ全国ネットワ

ーク、全国災害ボランティア支援団体

ネットワーク等に参加し、ネットワー

クを広げることで、災害に備えた取組

みを協働で推進していく。 

 (3)災害ボランティア関連備品の整備 

＊区市町村災害ボランティアセンター

等の設置・運営に関わる資機材の備

蓄等を行い、災害発生時に迅速に提

供できるよう整備 

○多様な災害ボランティアの

ネットワークに参加するこ

とで、最新の動向を把握する

とともに災害ボランティア

活動を推進するためのネッ

トワーク強化を図る。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

４ 災害からの復興支

援に関する取組み

の実施 

(1)東日本大震災による被災者支援の取

組みの推進 

① 「広域避難者支援連絡会in東京」の

事務局の運営 

 ＊連絡会参加団体 

東京災害ボランティアネットワー

ク／AAR Japan[難民を助ける会]

／こどもプロジェクト／中央労働

金庫／災害復興まちづくり支援機

構／荒川区社会福祉協議会／全労

済／東京都生活協同組合連合会／

いたばし総合ボランティアセンタ

ー／東京労働者福祉協議会／東京

足湯プロジェクト／金光教首都圏

災害ボランティア支援機構／連合

東京／東京ボランティア・市民活

動センター 

  ＜定例会の開催＞ 

  ４月13日、５月10日、６月８日 

  ７月13日、８月10日、９月14日 

  10月12日、11月９日、12月14日 

  １月11日 

②「広域避難者支援ミーティングin東

京」の開催 

＊開催回数：年２回 

③都内外における避難者支援団体の取

組み等の情報発信 

④当事者団体との協働事業の実施 

＊当事者団体による実行委員会を

開催し、広域での交流を支援す

る取組みを実施した。 

＊実行委員会（４回程度実施） 

 ９月27日、10月10日、10月27日 

 11月22日 

  ＜プレふれあいフェスティバル＞ 

日時：６月11日 

場所：大正記念館 清澄庭園 

参加者：61名 

  ＜ふれあいフェスティバル＞ 

日時：11月３日 

場所：TVAC 

参加者：157名 

 ⑤東日本大震災の課題・教訓を次につ

なげ風化を防ぐ取組み 

＊東日本大震災の被災者による声

を東京の市民に伝える。 

○都内の避難者支援団体相互

の情報共有の場として「広域

避難者支援ミーティングin

東京」を開催。 

○コロナ禍で長く実施できな

かったリアルでの交流会を

実施することができた。プレ

実施でも再開を楽しみにし

ている方もおり、実施できた

ことは関係団体や参加者か

らも評価されている。 

○秋に実施したふれあいフェ

スティバルは４年半ぶりの

実施。150名を超える参加者

を得て開催することができ

た。コロナ禍で関われなくな

ったボランティアが久しぶ

りに避難者と交流する機会

が持てた。 

○一方で、避難している当事者

と支援団体とが協働でプロ

グラムを企画していくこと

が本来の趣旨であり、その

点、コロナ禍による影響で十

分にできなかった。 

○広域避難者について知って

もらうための動画（宮城県か

らの避難者）を作成した。 

○孤立化防止事業を終了する

社協も出てきていることか

ら、地域福祉担当とも連携

し、区市町村社協・ボランテ

ィアセンターの普段の事業

の中で広域避難者とどのよ

うに関われるのか提案して

いく。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

 (3)大島災害への復興支援活動の取組み 

 ＊2023年度で大島土砂災害から10年を

迎える。大島島民との交流を通した

復興支援活動を、大島社協やNPO・NGO

等と協働実施した。 

  日時：10月21日～22日 

○発災から10年を迎える年に

実施できたことが大きな意

味があった。大島の魅力を伝

える機会、防災・減災の大事

さを改めて考える機会とな

った。 

５ 区市町村ボランテ

ィア・市民活動セ

ンターの災害ボラ

ンティア担当者の

情報交換、意見交

換の場の提供 

(1)区市町村ボランティア・市民活動セン

ター災害担当者連絡会議の開催 

＊区市町村ボランティア・市民活動セ

ンター事務局連絡会議の場などを活

用して、災害ボランティアに関する

取組みや課題を共有する。 

＊開催回数：年２回 

 第１回４月19日 

○令和４年度に引き続き実施

する。年１回は東京都と共催

実施し、区市町村行政へアプ

ローチを行う。 

○区市町村行政の災害ボラン

ティアの関心の高まりが顕

著なので実施回数・方法を東

京都と協議する。 

６ 区市町村社協、ボ

ランティア・市民

活動センター等が

行う災害に備えた

取組みの支援 

(1)区市町村災害ボランティアセンター

訓練等への協力 

(2)災害ボランティアセンター設置・運営

マニュアル等の策定への協力 

(3)災害ボランティア関連講座等企画・運

営への協力 

＊プログラムの企画や講師派遣などに

よる支援を行う。 

(4)社協BCP策定、訓練の実施への協力 

＊区市町村社協が災害後の日常業務を

円滑に運営、回復させていくために、

BCPの策定を支援するとともに、それ

に基づいた組織内での訓練の実施に

協力する。 

(5)社協のブロックにおける災害ボラン

ティア担当者会議等への出席 

＊ブロック単位での取組みを推進し、

都域での取組みや他ブロック、他地

区の取組みの情報提供などを行う。 

(6)区市町村ボランティア・市民活動セン

ターやNPO／NGO、民間団体の災害ボラ

ンティア関連事業の情報把握・発信 

＊他地区や他団体の状況の共有のた

め、訓練、講座等の実施状況、マニ

ュアルの策定内容の把握、その他の

取組みの情報把握と発信を行う。 

○TVAC 企業担当と連携し、災

害をテーマとした区市町村

ボランティアセンターと企

業とのつながりづくりに取

り組んだ。江東区社協が実施

する訓練に NEC 社員の参加

調整を行った。 

○TVAC 居場所担当と連携し、

災害をテーマにした居場所

団体向けの取組みを実施す

ることができた。居場所団体

の参加者が少なかったこと

は課題だが、災害時の居場所

の意義等を共有することが

できた。 

○区市町村社協・VC が実施す

る様々な災害の取組みに対

し、アクションプラン等で関

係のできた団体と具体的な

つながりを作った。 

○災害発生時の区市町村社

協・VC の情報を早く正確に

収集するためのシステムの

検討を行った。 

 

 

 

【災害ボランティア講座参加者数（推移）】 

 ３年度 ４年度 ５年度 

運営者コース（Ｓコース）（単位：名） 88 54 101 

スタッフコース（Ａコース）（単位：名） 63 66 64 

ボランティアリーダーコース（Ｂコース）（単位：名） 64 16 245 
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（４） 区市町村ボランティア・市民活動センター等中間支援組織及び自治体と連携、協働した活動の

推進 

（事業の目的） 

  区市町村ボランティア・市民活動センターなどの中間支援組織や自治体担当者の会議の開催、コ

ーディネーター研修などを通して課題を共有し、連携と協働をすすめる。 

 

①センター長会議・事務局連絡会議及び自治体ボランティア、NPO 等市民活動担当者会議の開催□補  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

センターの運営・管理課題をセンター間及びセンターと東京ボランティア・市民活動センターの間

で共有し、解決に向けて必要な取組みを検討できる場を設け、発信できるようにする。また、区市町

村ボランティア・市民活動センター事務局連絡会議と連動したテーマを設けた会議運営を行う。セン

ターの事業課題、推進方策をセンター間及びセンターと東京ボランティア・市民活動センターの間で

共有し、解決に向けて必要な取組みを検討できる場を設け、発信できるようにする。そして、課題解

決に向けた取組みの一環として、職員研修と関係づけた会議運営を行う。運営委員会等に参加して、

各センターの実状、課題を把握するとともに、センターの今後の方向性等についてコンサルテーショ

ンを行う。 

また、自治体の市民活動推進担当者が、市民活動の推進に関わる動向を研修するとともに、各自治

体の市民活動推進施策の情報交換を行う場を設けることや担当者への情報提供などを行うことで、NPO

等の市民活動支援に必要な施策が具体化されていくことをめざす。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 区市町村ボラン

ティア・市民活

動センター「セ

ンター長会議」

の開催 

(1)区市町村ボランティア・市民活動センタ

ー長会議の開催 

＊開催回数：年３回開催 ６月15日、12

月６日、６年２月15日 

＊センターの管理・運営に関する課題や改

善方策の検討、情報交換を行う。 

(2)運営委員・センター長合同会議（拡大セ

ンター長会議）の開催 

＊開催回数：年１回 ９月15日 

＊会場 調布市市民活動支援センター 

○センター長会議の開催によ

り、センターの管理者として

必要な政策動向や各センタ

ーの取組みの共有をすすめ

る。 

○拡大センター長会議は各地

域の運営委員が交流できる

貴重な機会となっている。引

き続き、運営委員をメインと

しながら、センター運営や運

営委員会のあり方等の意見

交換の場として実施する。 

２ 区市町村ボラン

ティア・市民活

動センター「事

務局連絡会議」

の開催 

(1)区市町村ボランティア・市民活動センタ

ー事務局連絡会議の開催 

＊開催回数：年４回開催（４月19日、７月

26日、10月19日、６年１月18日） 

＊今、地域で課題になっているテーマにつ

いて取り上げ、ボランティアコーディネ

ーションのあり方について情報共有・意

見交換を行う。 

○事務局連絡会議へ参加をし

てもらえるようにすすめる。 

３ 「自治体ボラン

ティア、NPO 等市

民活動担当者会

議」の開催 

(1)区市町村自治体ボランティア、NPO等市民

活動担当者会議の開催 

＊年１回開催 

 12月20日（オンライン） 

＊東京都生活文化スポーツ局都民生活部

と共催で、自治体がNPO法人等の市民活

動団体と協働をすすめるための方策の

協議や各自治体の取組みの情報交換を

行う。 

○各地域における行政とボラ

ンティア・市民活動センター

が共通の認識を図れる場と

して実施し、地域において行

政とボランティア・NPO との

連携・協働をすすめる。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

４ 区市町村ボラン

ティア・市民活

動センターの運

営支援の取組み 

(1)区市町村ボランティア・市民活動センタ

ー運営委員会等への委員派遣 

＊各センターの運営委員会等に参加して、

各地区の状況、課題を把握するととも

に、センターの今後の方向性等について

のアドバイス等を行う。 

 

５ 区市町村の市民

活動推進担当部

署との連携及び

プロジェクト等

への参画 

(1)担当部署への情報提供及び市民活動推進

に関する計画策定等のプロジェクトへの

参画 

(2)自治体主催の講座、研修等への講師派遣

及び講師紹介 

○自治体が行う計画策定の取

組みなどに参加することで、

区市町村ボランティア・市民

活動センターの機能強化に

つなげる。 

 

 

②区市町村ボランティア・市民活動センター実状調査の実施  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

区市町村ボランティア・市民活動センターの状況を定期的に把握し、他のセンターの参考にすると

ともに、TVAC の事業検討の資料とする。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 区市町村ボラン

ティア・市民活動

センターの運営状

況の把握 

(1)区市町村ボランティア・市民活動センタ

ー実状調査の実施 

＊実施時期 10 月 

＊４年度分の事務局体制、事業項目、運営

課題などの実績、状況を調査し、結果を

データとしてまとめる。 

 

○調査結果は、区市町村ボラン

ティア・市民活動センター

が、運営の方向性を検討する

ための資料として提供する。 

○例年実施している調査項目

の見直しについて、各センタ

ーにおける新型コロナの影

響もふまえて検討する。 

 

 

③区市町村ボランティア・市民活動センター（中間支援組織）コーディネーター研修の実施  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

新任、中堅、管理職の階層別研修を実施し、継続的に事業、運営、管理の課題を解決する価値、知

識、スキルを習得する場を提供するため、区市町村ボランティア・市民活動センター等のスタッフや

ボランティア、市民活動団体のスタッフの意見に基づいた研修の企画及び実施を行う。  

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ コーディネータ

ー研修の企画 

(1) 企画評価委員会の開催 

＊10月６日、６年１月16日、６年３月21  

日 

＊新任研修（スタートアップ編）、中堅研

修（実務ステップアップ編）、管理職研

修（組織マネジメント編）の階層別研修

の内容及び課題別研修（実務ゼミ編）の

プログラムの企画とともに、研修結果の

評価を行う。 

○区市町村ボランティア・市民

活動センタースタッフの人

材育成の強化と、より幅広い

中間支援組織の機能をもつ

団体スタッフが学ぶ場とな

るよう、企画評価委員会の意

見を取り入れながらテーマ

設定、プログラムづくりを行

った。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

２ 新任職員向け研

修の実施 

(1) 新任研修（スタートアップ編）の実施 

＊区市町村ボランティア・市民活動センタ

ー向けには「新任研修」として開催し、

NPO支援センター、まちづくりセンター、

福祉施設等の中間支援機能を有する団

体（中間支援組織）には「スタートアッ

プ編」の名称で参加者を募集し、実施す

る。 

＊対象：新任職員 

＊スタートアップ編は、３回連続講座 

６月16日、７月14日、８月26日 

＊区市町村新任研修は、スタートアップ編

を含む６回連続研修 

 ５月19日・６月16日、７月14日、８月26

日、現場訪問7月～8月、宿泊研修９月26

日～27日 

○新任研修ではボランティ

ア・市民活動センターに関す

る内容を強化した。 

○悩みの相談や、情報交換がで

きるよう、参加者同士のネッ

トワークづくりの機会とな

るような場を設けた。 

○スタートアップ編では、中間

支援組織、中間支援機能を有

する団体が目的や役割、機

能、価値を確認したうえで、

コーディネーターとしての

基礎、ボランティアコーディ

ネートなどのスキルを習得

することをめざす。 

３ 中堅職員向け研

修の実施 

(1) 中堅研修（実務ステップアップ編）の実

施 

＊区市町村ボランティア・市民活動センタ

ー向けには「中堅研修」として開催し、

中間支援組織には「実務ステップアップ

編」の名称で参加者を募集し、実施する。 

＊対象：中堅職員 

①新任研修「フォローアップ研修」 

４月21日 

  コロナ禍３年間の新任研修受講生対象 

②なければつくろう、市民活動支援策」（政

策提言講座・オンライン開催）10月４日 

③「相談力ブラッシュアップ講座」（相談

講座）10月31日 

④「学生と地域を元気にする講座」（企画

メイト講座）12月12日 

 

○ボランティアや市民活動団

体の支援に必要なスキルや

地域でのネットワークづく

りの取組みを支援するため

のスキルを習得することを

めざす。 

○オンラインも取り入れるこ

とで、幅広い地域、所属から

の参加が可能となる。それぞ

れの地域の課題解決に向け

て受講生同士が励まし合え

るような研修内容を検討し

た。 

○フォローアップ研修で企画

メイトを募り、地区VCの課題

を踏まえた講座を開催した。 

 

４ 管理職向け研修

の実施 

(1)管理職研修（組織マネジメント編）の実

施 

＊対象：センター長等の指導的立場にある

職員 

＊センター長会議における研修と合わせ、

中間支援組織としてセンターの管理・運

営を行なうために必要な知識・スキルを

習得する研修を実施。 

 ６年２月15日（センター長会議内で開

催） 

○センターの機能を強化する

上での運営課題の解決につ

ながるスキルの向上やセン

タースタッフの育成などマ

ネジメントに必要な視点等

の獲得をめざす。 

○今後は研究会での検討をふ

まえて実施予定。 
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項目 事業実績 事業効果・評価等 

５ センターの運営

課題、推進課題

に関わる研修の

実施 

(1)課題別研修（実践ゼミ編）の実施 

＊区市町村ボランティア・市民活動センタ

ー向けには「課題別研修」として開催し、

中間支援組織には「実践ゼミ編」の名称

で参加者を募集し、実施する。 

＊対象：区市町村ボランティア・市民活動

センター、中間支援組織の職員 

 ３回連続講座12月14日、６年１月17日、

６年２月１日 

○中間支援組織スタッフが抱

える課題に沿い、少人数のゼ

ミ形式により体験的に学ぶ

ことで、実務的な課題検討が

より深くできる研修をめざ

す。 

○例年参加者の事例検討を行

ってきたが、今年度はゲスト

の事例検討も行うこととし

た。 

 

 

【研修参加者数】                           （人） 

 ３年度 ４年度 ５年度 

新任研修（スタートアップ編） 31 44 45 

中堅研修（実務ステップアップ編） 198 44 65 

管理職研修（組織マネジメント編） 30 22 28 

課題別研修（実践ゼミ編） 3 4 6 

 

 

④ボランティア・市民活動推進団体との協働の推進 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

全国規模のネットワーク組織及び広域で活動するボランティア・市民活動の支援組織に参加、連携

することで、全国のさまざまな団体と協働して事業実施し、東京ボランティア・市民活動センターの

事業効果を高めていく。また、広域の中間支援組織が実施する事業に協力、参加することで、他のボ

ランティア・市民活動センターとの連携、協働をすすめていく。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 全国団体、広域

組織との連携の

促進 

(1)全国的なボランティア・市民活動のネッ

トワーク組織への参加 

＊広がれボランティアの輪連絡会議、及び

全国民間ボランティア・市民活動推進団

体ネットワークへの参加することで、ボ

ランティア・市民活動の推進に関する情

報交換を行うとともに、活動啓発等の事

業を協働実施していく。 

(2) 令和５年度関東甲信越静ブロック都

県・指定都市社会福祉協議会 組織・ボ

ランティア業務担当部・課長会議の開催 

 開催 11月16日 

＊地域福祉部との連携により開催。 

○センターだけでは効果の得

られにくい啓発活動などの

事業を、ボランティア・市民

活動の推進団体が参加する

ネットワークに参加するこ

とで協働実施し、事業効果を

高める。 

 

○フィールドワークを取入れ、

４グループに分散して開催。

参加者である関東ブロック

県社協職に対して課題提起

をすることができた。 

２ 広域の中間支援

組織との連携、

協働 

(1)広域の中間支援組織との事業連携の促進 

＊連携する主な中間支援組織 

日本NPOセンター、日本ボランティアコ

ーディネーター協会（JVCA） 

  

 

 

⑤地域の居場所づくりの活性化推進 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 
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地域の居場所づくりの活性化を推進するため、関係者と協議し先進的な情報を収集して、支援に役

立つヒントを関係者で共有する。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 地域の居場所づ

くりの活性化推進 

(1)地域の居場所づくり研究委員会の開催 

 ＊居場所づくりに関する様々な課題（場

所、人材、資金など）について検討する。 

 第１回 ６年１月９日 

第２回 ６年３月１９日 

(2)居場所に関するヒアリング、アンケート

の実施 

 ＊委員会と並行して、地域の実践事例につ

いてヒアリング調査やアンケートを実施

した。 

(3)災害担当との連携 

 「居場所発・地域の防災減災講座」 

12 月 15 日 

 

○新たに地域の居場所づくり

研究委員会を開催した。 

○実際の支援に役立つ実践的

な事例を紹介できるよう、調

査やアンケートなどを併用

してすすめていく。 

○アンケート結果を受けて、災

害担当との合同で講座を開

催した。 
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（５）東京ボランティア・市民活動センター（東京ボランティア・市民活動センター）の組織、運営

の強化 

（事業の目的） 

 運営委員会における事業運営に関する協議・検討を通して、センターの組織・運営の強化を図る。 

 

①運営委員会・常任委員会の開催□補  

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ボランティア・市民活動の関係者、学識経験者等の関係者が参加する東京ボランティア・市民活動

センターの事業運営や推進を行うため、東京ボランティア・市民活動センターの事業運営、推進の方

針を検討、協議する場を設ける。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 運営委員会・常

任委員会の開催 

 

(1)運営委員会の開催 

＊５月31日、９月27日 令和６年１月23

日、３月８日開催 

(2)常任委員会の開催 

＊開催回数：年１回（時期未定）及び臨時

開催 

○東京ボランティア・市民活動

センターの運営や主要事業

の実施において、事業担当の

運営委員との協議をふまえ

てすすめるよう、事業の進行

管理を行う。 

○運営委員に事業に関わって

もらえるよう調整をすすめ

ている。 

 

 

②市民参加によるセンター運営の促進 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

東京ボランティア・市民活動センター事業への支援の拡大及び市民目線によるセンター運営を目的

に、サポーターを募集し、市民が事業、運営に関わる機会提供や場づくりをすすめる。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ サポーターの参

加による運営 

(1) サポーターの募集・拡大 

＊サポーター会員には、ネットワークの送

付と、センターで開催する講座等の案内

を郵送する。 

＊年に１回事業レポートを送付し、アンケ

ートでセンターへの意見をうかがう機

会を設ける。 

〇市民参加によるセンターの

運営、事業をすすめるととも

に、センターを支援する仕組

として、サポーターを募集

し、合わせて自主財源確保に

つなげていく。 

〇記録が残っているなかでは

過去最高人数のサポーター

数となった。 

２ ボランティアの

参加による運営 

(1)ボランティアの募集・参加拡充 

＊東京ボランティア・市民活動センターの

業務全般でボランティアが参加できる

領域を検討し、参加可能な業務へのボラ

ンティアの募集を行う。 

 

 

 

③センター事業への理解促進 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

市民、企業、自治体等のボランティア・市民活動への理解を促すとともに、東京ボランティア・市

民活動センター事業に対する理解促進に向けた取組みを行い、活動への参加促進とセンター利用の促

進を促す。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 
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１ ボランティア・

市民活動及びセ

ンター事業への

理解促進の取組

み 

(1)令和４年度事業レポートの作成・発行 

＊ボランティア・市民活動に関する状況及

び令和４年度の東京ボランティア・市民

活動センター事業の概要を伝え、市民、

利用者、関係者への理解促進を図るた

め、事業レポートを作成、発行した。 

○事業レポートとして関係者

や市民にわかりやすく伝え

られるように工夫する。 

 

２ センター事業へ

の理解促進の取

組み 

(1)センターへの視察の受入 

＊区市町村ボランティア・市民活動センタ

ーや自治体等からの視察を受け入れ、セ

ンター事業への理解促進を図る。 

(2)インターンシップ、実習生の受入 

＊短期・長期の受入れにより、センター事

業への理解促進を図るとともに。区市町

村ボランティア・市民活動センターやボ

ランティア・市民活動団体で働く人材の

育成を行う。 

〇関係者への事業説明などは

オンラインを利用したケー

スも増えてきており、積極的

に対応していく。 

 

④出版事業の実施 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

出版事業の実施により、東京ボランティア・市民活動センターの事業を推進するとともに、財源の

確保を図る。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 出版事業の実施 (1)出版事業の推進 

＊センター事業への理解の促進及び効果

的な実施、財源の確保を図るため、ボラ

ンティア・市民活動の推進・支援におい

てニーズの高い出版物を発行する。 

○事業の成果物としての出版

物の発行、より積極的な販売

促進、販売管理体制の構築を

図る。 

 

⑤「満点市場」の運営 

（当該年度の事業目標・事業のねらい） 

ボランティア・市民活動団体など、自主財源確保のための販売ルートが脆弱な団体の製品等の紹介、

販売を行うことで、それらの取組みへの理解促進、団体の財源確保を支援するとともに、東京ボラン

ティア・市民活動センターの財源確保策としても「満点市場」を運営する。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 「満点市場」の

運営 

 

(1)「満点市場」の実施 

＊販売ルートを持たない小規模なボラン

ティア・市民活動団体等の製品を宣伝、

紹介する「満点市場」を運営するととも

に、満点市場の利用団体と協力して、新

たな広報、販売のルートの開発をすすめ

る。 

＊「ぼらせん」の販売とともに、自主財源

確保につながるグッズ検討を行う。 

〇自主財源として新グッズと

なる「ぼらあめ」（組飴）の販

売を令和６年２月９日より開

始した。また、「ぼらせん」の

納品単価の高騰により３月よ

り販売単価を１枚 110 円（前

86 円）に変更し、財源確保に

努めている。 

〇満点市場の委託団体の変化

はないが、売り上げは伸びてい

る。 

 

⑥財源確保の推進 

東京ボランティア・市民活動センターの運営、事業実施への東京都からの補助金の確保を行い、安

定した運営ができるようにする。また、自主事業、助成金等の獲得により自主財源の確保を図り、社
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会課題に則した事業を柔軟に実施できるようにする。 

項目 事業実績 事業効果・評価等 

１ 財源確保の推進 (1)東京都からの補助金の確保 

＊東京ボランティア・市民活動センターの

運営、事業実施に対する東京都からの補

助金の確保を図る。 

(2)市民、企業からの寄附金等の確保 

＊市民、企業からの寄附金、広告等による

協賛収入の拡大を図る。 

(3)民間助成団体等からの助成金の確保 

＊新たな事業課題に取組むために、民間助

成団体等からの助成金を確保する。 

(4)ボランティア・市民活動団体等への研修

講師派遣 

＊ボランティア・市民活動団体や自治体、

企業等が行う企画、研修等へ講師派遣を

行い、センター事業の理解促進を図ると

ともに、自主財源確保につなげる。 

○東京都からの補助金は、新型

コロナの影響で厳しい状況

が予想されるため、都の所管

課との協議を積極的にすす

めていく。 

 


